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表紙*電子提供措置用*

詳しくは末尾をご覧ください。

アンケートに
ご協力ください

第71期 定時株主総会

招 集 ご 通 知
開催日時
2026年 3 月26日（木曜日）
午後1時（受付開始：午後0時30分）

開催場所
東京會舘　7階「マグノリア」
東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 当社子会社の取締役及び従業員

に新株予約権を発行する件

■ 書面交付請求されていない株主様への株主総会資
料の「サマリー版」のお届けについて
会社法に基づき、株主総会資料の電子提供制度が
適用されます。当社は、本制度の趣旨を踏まえ、
本株主総会の株主総会資料につきましては、ウェ
ブサイト上でのご提供とし、法令に定める基準日
（定時株主総会については12月31日）までに書面
交付請求されていない株主様には決議事項等の概
要をお手元でご確認いただける、「サマリー版」
をお届けしております。

株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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招集ご通知

株 主 各 位 （証券コード：6817）
2026年3月5日

東 京 都 中 央 区 入 船 三 丁 目 7 番 2 号
K D X 銀 座 イ ー ス ト ビ ル 7 階

スミダコーポレーション株式会社
取締役 八幡　滋行

当社ウェブサイト　https://www.sumida.com

　

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　

第71期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第71期定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
　また、議決権行使は株主の皆様の大切な権利ですので、ご出席されない場合にも、5ページから21ページの株主総
会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年
3月25日（水曜日）午後5時までに到着するようご送付いただくか、同期限までに当社の指定する議決権行使ウェブサ
イト（https://evote.tr.mufg.jp/）より議決権をご行使ください。株主の皆様のご意向を経営に確実に反映させるた
めにも、議決権行使を、ぜひともお願い申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「IRライブラリー」を順に選択いただき、
ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しており
ますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「スミダコーポレーション」又は「コー
ド」に当社証券コード「6817」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧
書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

■１ 日　　時 2026年3月26日（木曜日）午後1時（受付開始：午後0時30分）
■２ 場　　所 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号

東京會舘 7階「マグノリア」
■３ 目的事項 報告事項 1．第71期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

2．第71期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案　取締役8名選任の件
第2号議案　当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件

■４ 招集にあたっての
決定事項

⑴ インターネット等又は議決権行使書による議決権行使の際に、議案に対し賛否の表示をされないとき
は、賛成の意思表示をされたものとして当社は取扱います。

⑵ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを株主様の
意思表示として当社は取扱います。

⑶ インターネット等により議決権行使をされた株主様につきましては、議決権行使書をご返送いただい
た場合でも、インターネット等による議決権行使を株主様の意思表示として当社は取扱います。

⑷ 議決権行使書のご返送は2026年3月25日（水曜日）午後5時までに到着するようにご投函くださ
い。

⑸ インターネット等による議決権行使は2026年3月25日（水曜日）午後5時までに行使してくださ
い。

⑹ 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨
とその理由を書面又は電磁的方法にて当社にご提出ください。

記

＊電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当該書面に記載しておりません。し
たがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査委員会
が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部です。
【事業報告】　　　会計監査人の状況・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
【連結計算書類】　連結持分変動計算書・連結注記表
【計算書類】　　　株主資本等変動計算書・個別注記表

＊電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

＊当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にてご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

＊本総会終了後、会社説明会、懇談会等は予定しておりません。予めご了承のほどお願い申しあげます。
以　上

－ 2 －
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議決権行使等についてのご案内

電磁的方法（インターネット）にて議決権を行使される場合

行使期限
　 2026年3月25日（水曜日）午後5時まで

パソコン、スマートフォン等から議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセス
し、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パス
ワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
また、お手持ちのスマートフォン等にて「議決権行使書」に表示されたQRコードを読み取りいただく
ことにより、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブ
サイトから議決権をご行使いただけます。

　
① 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、通信料金とプロバイダへの接続料金は株主様のご負担とな

りますのでご了承ください。
② スマートフォン等を用いられる場合、機種によってはご利用いただけない場合がありますのでご了承くださ

い。

インターネットによる議決権の行使につきましては、下記にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027（フリーダイヤル）　受付時間 9：00～21：00

郵送（書面）にて議決権を行使される場合

行使期限
　 2026年3月25日（水曜日）午後5時到着分まで

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

　

議決権行使等についてのご案内
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださ

いますようお願い申しあげます。
◎当社では、定款第17条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は他の議決権を有する株主様1名に委

任することができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状）をご提出ください。
◎当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

※インターネット等又は議決権行使書による議決権行使の際に、議案に対し賛否の表示をされないときは、賛成の意
思表示をされたものとして当社は取扱います。

※インターネット等により複数回に亘り議決権を行使された場合は、最後に行われたものを株主様の意思表示として
当社は取扱います。

※インターネット等により議決権行使をされた株主様につきましては、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、
インターネット等による議決権行使を株主様の意思表示として当社は取扱います。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

操作方法などシステムに関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

電話　0120－173－027
（受付時間 9：00～21：00、通話無料）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －
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取締役8名選任の件

第1号議案 取締役8名選任の件

候補者
番　号 氏  　名 当社における地位、担当

1 や
八

 

　
わた
幡

 

　
しげ
滋

 

　
ゆき
行

取締役（取締役会議長）、指名委員、報酬委員、
リスクマネジメント委員会議長

再 任
　

2 うめ
梅

 

　
もと
本

 

　
たつ
龍

 

　
お
夫

取締役（取締役会副議長）、指名委員会議長、
報酬委員会議長、リスクマネジメント委員

再 任 社 外 独 立
　

3 ファン
范 　　

ヤン
仁　

ホク
鶴 取締役、指名委員、報酬委員 再 任 社 外 独 立

　

4 はや
早

 

　
かわ
川

 

　
 

　
 

　
りょう
亮 取締役、監査委員会議長、リスクマネジメント委員 再 任 社 外 独 立

　

5 アルバート　キルヒマン 取締役、指名委員、報酬委員 再 任 社 外 独 立
　

6 うえ
上　

の
野　

さ
佐

わ
和

こ
子 取締役、監査委員

再 任 社 外 独 立
　

7 ほん
本

 

　
だ
多

 

　
よし
慶

 

　
ゆき
行 取締役、監査委員、指名委員、報酬委員 再 任

　

8 ど
土　

ち
地

 

　
じゅん
順

 

　
こ
子 取締役、監査委員、リスクマネジメント委員 再 任 社 外 独 立

　

株主総会参考書類

取締役8名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき社外取締役6名を含む取締
役8名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりであり、このうち、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土
地順子氏の6名が、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

【参考】候補者一覧

－ 5 －
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取締役8名選任の件

候補者 在籍年数 取締役会 監査委員会 指名委員会 報酬委員会 リスクマネジメント委員会

八 幡 　 滋 行 - 7/7回(100%) - 6/6回(100%) 6/6回(100%) 4/4回(100%)

梅 本 　 龍 夫 7 7/7回(100%) - 6/6回(100%) 6/6回(100%) 4/4回(100%)

范 　 仁 鶴 4 7/7回(100%) - 6/6回(100%) 6/6回(100%) -

早 川 　 亮 4 7/7回(100%) 8/8回(100%) - - 4/4回(100%)

アルバート　キルヒマン 2 7/7回(100%) - 6/6回(100%) 6/6回(100%) -

上 野 　 佐 和 子 2 7/7回(100%) 8/8回(100%) - - -

本 多 　 慶 行 - 7/7回(100%) 8/8回(100%) 6/6回(100%) 6/6回(100%) -

土 地 　 順 子 1 5/5回(100%) 5/5回(100%) - - 3/3回(100%)

候補者の出席状況

（注）1. 上記の在籍年数は、社外取締役としての在籍年数です。
　　　2. 土地順子氏につきましては、取締役に就任した2025年3月26日以降の状況を記載しています。

－ 6 －



2026/02/27 11:43:05 / 25310052_スミダコーポレーション株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

1
　

や

八
わた

幡
 

　
しげ

滋
ゆき

行
（1951年10月28日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
1977年    11月 当社入社
1988年    3 月 当社取締役
1990年    3 月 当社代表取締役専務
1991年    4 月 当社代表取締役副社長
1992年    3 月 当社代表取締役社長
2003年    4 月 当社代表執行役CEO
2003年    4 月 当社取締役（現任）
2005年    12月 SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe 

GmbH) 代表取締役
（地位及び担当）

取締役（取締役会議長）、指名委員、報酬委員、リスクマネジメント委員会議長
　

0株
（注）1
（注）2

《取締役候補者の選任理由》
　八幡滋行氏は当社グループの事業経営に携わるとともに、グローバル展開を進める等豊富な経験と実績を有しています。同氏を取締役候補者とし
た理由は、代表執行役CEOとして長年に亘り当社経営を担ってきた経験及び電子部品業界に精通した知見をもとに、引き続き取締役会の機能を強化
することが期待されるためです。

－ 7 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

社 外

独 立

２

　

うめ

梅
もと

本
 

　
たつ

龍
お

夫
（1956年9月14日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
    1979年    4 月 日本電信電話公社（現NTT）入社
    1985年    8 月 ベイン･アンド･カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
    1991年    9 月 シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ(株)入社
    1995年    4 月 ㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍 取締役経営企画室長

スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第2創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より最高企画責任者（チーフ･プランニング･オフィサー：CPO）

    2005年    1 月 有限会社アイグラム設立 代表取締役（現任）
    2011年    8 月 ㈱リーグ・ミリオン設立 代表取締役
    2015年    4 月 立教大学大学院社会デザイン研究科 特任教授
    2015年    6 月 公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
    2017年    4 月 ㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役
    2019年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    4 月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
    2020年    4 月 立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授（現任）

（地位及び担当）
取締役（取締役会副議長）、指名委員会議長、報酬委員会議長、
リスクマネジメント委員

（重要な兼職の状況）
立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授
有限会社アイグラム 代表取締役

0株

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》
　梅本龍夫氏は、長年に亘り、経営コンサルタント、経営者として国際的な経験を重ね、スターバックスコーヒージャパンをはじめ、複数の企業を
立ち上げ、現在も様々な分野のアドバイザー及び立教大学大学院社会デザイン研究科の客員教授を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由
は、特に経営戦略、経営計画、新規事業開発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングに関する知見に基づく経営の監督とチェッ
ク機能が期待されるためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって7年間です。

－ 8 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

社 外

独 立

３

　

ファン

范 　
ヤン

仁
ホク

鶴
（1949年9月5日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
    1976年    10月 Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
    1979年    11月 Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
    1984年    9 月 Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
    1994年    1 月 CITICパシフィック（香港）代表取締役
    1997年    11月 チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エ

ンバイロメント・グループ）香港、代表取締役　兼　ジェネラルマージャー
    2010年    1 月 ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役
    2012年    12月 チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香

港）非業務執行独立取締役（現任）
    2012年    12月 ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
    2013年    9 月 チャイナ・エアークラフト・リーシング・グループ・ホールディングス

（香港）非業務執行独立取締役
    2016年    9 月 PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
    2022年    3 月 当社社外取締役（現任）

(地位及び担当)
取締役、指名委員、報酬委員

(重要な兼職の状況）
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役

0株

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》
　范仁鶴氏は長年に亘り、中国・香港を中心とするアジア企業での経営・取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を
通じて培われた経営者としての知識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。同氏は現在当社の
社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって4年間です。

－ 9 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

社 外

独 立

４

　

はや

早
かわ

川　
りょう

亮
（1962年12月17日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
    1985年    5 月 Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オーク

ランド）入社
    1989年    4 月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
    1992年    11月 同社投資銀行部門 企業金融部 バイス･プレジデント
    1997年    12月 同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス･プレジデント
    2000年    2 月 同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
    2002年    4 月 ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
    2007年    3 月 ㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
    2007年    10月 早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター（現日経ビジネスス

クール・金融プロフェッショナル講座）インベストメント・バンキン
グ講座講師（現任）

    2008年    3 月 マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資
銀行本部・株式資本市場部長

    2008年    4 月 オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウ
ンシル

    2014年    9 月 アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
（現任）

    2020年    9 月 UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）
社外取締役

    2022年    3 月 当社社外取締役（現任）
(地位及び担当)
取締役、監査委員会議長、リスクマネジメント委員
(重要な兼職の状況）
㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー
日経ビジネススクール・金融プロフェッショナル講座 インベストメント・バンキング講座
講師

0株

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》
　早川亮氏は長年に亘り、金融業界で豊富な経験を重ね、現在では複数の会社で経営に携わり、取締役を務めています。同氏を社外取締役候補者とし
た理由は、その経歴を通じて培われた経験と見識に基づく経営の監督とチェック機能が期待されるためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、そ
の就任期間は本総会終結の時をもって4年間です。

－ 10 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

社 外

独 立

５

　

アルバート　キルヒマン
（1956年12月16日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
1984年 8月 ダイムラー・ベンツAG（現メルセデス・ベンツグループAG及びダイ

ムラー・トラック・ホールディングAG）入社
2004年 7月 ダイムラーAG（現ダイムラー・トラック・ホールディングAG）、ダ

イムラー・トラック部門、バス部門　経営企画・商品企画・財務　エ
グゼクティブ・バイス・プレジデント　兼　三菱ふそうトラック・バ
ス㈱　取締役

2009年 6月 三菱ふそうトラック・バス㈱　代表取締役社長　兼　CEO
2010年 7月 ダイムラーAG　東京代表事務所主席代表
2013年 4年 一般社団法人 日本自動車工業会　理事
2013年 6月 在日ドイツ商工会議所及び欧州ビジネス協会　ボードメンバー
2013年 8月 ダイムラーAG、ダイムラー商用車部門トラック・アジア責任者、三

菱ふそうトラック・バス㈱　代表取締役社長　兼　CEO
2014年 7月 在日ドイツ商工会議所　副会頭
2015年 4月 三菱ふそうトラック・バス㈱取締役会長及び、ダイムラー・トラッ

ク・アジア部門会長
2017年 1月 ダイムラーAG退任
2019年 1月 トレイトン SE　社外取締役（現任）
2024年 3月 当社社外取締役（現任）

(地位及び担当）
取締役、指名委員、報酬委員
(重要な兼職の状況）
トレイトン SE　社外取締役

0株

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》
　アルバート　キルヒマン氏は長年に亘り、ダイムラー・トラック・ホールディングAGの商用車事業の財務・管理部門、事業・製品企画部門の責任者
として国際的な経験を重ね、三菱ふそうトラック・バス㈱において代表取締役社長・CEO等の役職を歴任しました。同氏を社外取締役候補者とした理
由は、その経歴を通じて培われた国際的な経営者としての知識、経験、自動車並びに欧州・日本及びアジア市場に関する見識から経営の監督とチェッ
ク機能が期待されるためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって2年間です。

－ 11 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

社 外

独 立

６

　

うえ

上
の

野
 

　
さ

佐
わ

和
こ

子
（1964年8月12日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
1988年 4月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
1996年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2008年10月 同法人　パートナー
2017年 9月 有限責任監査法人トーマツ　パートナー
2019年 9月 同法人　ディレクター
2021年 1月 金融庁入庁　証券取引等監視委員会事務局　証券取引特別調査官
2023年 4月 上野佐和子公認会計士事務所　所長
2023年 6月 森永製菓㈱　社外監査役（現任）
2023年 6月 空港施設㈱　社外監査役（現任）
2024年 3月 当社社外取締役（現任）
2025年11月 ジャパン・インテグリティ㈱　設立　代表取締役（現任）

(地位及び担当）
取締役、監査委員
(重要な兼職の状況）
森永製菓㈱　社外監査役
空港施設㈱　社外監査役
ジャパン・インテグリティ㈱　代表取締役
　

0株

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》
　上野佐和子氏は、長年に亘り、公認会計士として、本邦及び外資系大手企業の監査、ガバナンス強化・ビジネスモデル変革、デジタル化に携わって
おり、大手監査法人においてパートナー及びディレクターの役職を歴任しました。また、証券取引特別調査官として豊富な経験を重ねました。同氏を
社外取締役候補者とした理由は、その経歴において培われた知識・経験から、当社のコンプライアンスの維持・向上への貢献が期待されるためです。
同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって2年間です。

－ 12 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

７
　

ほん

本
だ

多
 

　
よし

慶
ゆき

行
（1956年1月8日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

7回中7回

（略歴）
1980年11月 クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクー

パース）東京事務所入所
1985年 9月 同シカゴ事務所
    1992年 4月 同法人　パートナー就任

1992年 7月 ペプシコ・インク入社（ニューヨーク本社）
1993年11月 日本ペプシコーラ社入社　経営企画部長
1995年 7月 同社財務本部長
1998年 2月 シスコシステムズ㈱　入社　財務本部長
1999年 9月 同社取締役管理本部長就任
2002年 8月 ㈱ディーアンドエムホールディングス入社　CFO就任
2003年 6月 同社執行役就任
2005年 2月 ㈱RHJインターナショナル・ジャパン入社　CFO就任
2005年 6月 同社代表取締役就任
2007年10月 ㈱ディーアンドエムホールディングス入社　CFO就任
2009年 6月 同社代表取締役副社長就任
2009年11月 同社退任
2011年 3月 スミダグループ入社
2011年 8月 当社　執行役
2012年 3月 当社代表執行役CFO
2016年 3月 日本マクドナルドホールディングス㈱　社外監査役（現任）
2024年 3月 当社取締役（現任）

(地位及び担当）
取締役、監査委員、指名委員、報酬委員
(重要な兼職の状況）
日本マクドナルドホールディングス㈱　社外監査役
公認会計士、米国公認会計士

22,300株

《取締役候補者の選任理由》
　本多慶行氏は、長年に亘り、グローバル企業の財務、監査、内部統制、IFRS（国際会計基準）等に携わっており、パートナーやCFO等の役職を歴任
しました。当社グループにおいても代表執行役CFOを長年務め、経営者として強いリーダーシップを発揮しました。同氏を取締役候補者とした理由
は、その経歴、特に財務分野において培われた国際的な経営者としての知識、経験から経営の監督とチェック機能が期待されるためです。

－ 13 －
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取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 所有する
当社株式の数

再 任

社 外

独 立

８

　

ど

土
ち

地
 

　
じゅん

順
こ

子
（1963年8月31日生）

（2025年度）
[取締役会への出席状況]

5回中5回

（略歴）
1986年 4月 日本電気㈱　入社
1988年11月 ヴァージンアトランティック航空日本支社　入社
1995年 8月 アップルコンピュータ㈱　入社
1996年 5月 日本AT&T㈱　入社
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）東京永和法律事務所（現TMI法律

事務所）入所
2007年10月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所　入所
2008年 6月 米国カリフォルニア州弁護士登録
2013年 4月 DOCHI 法律事務所（旧称hills法律事務所）代表弁護士（現任）
2019年 6月 コムチュア㈱　社外取締役
2020年 6月 　　 ㈱イオン銀行　社外取締役（現任)
　　　　　　　　 AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd.　社外取締役（現任）
2025年 3月 当社社外取締役（現任）

(地位及び担当）
取締役、監査委員、リスクマネジメント委員
(重要な兼職の状況）
DOCHI 法律事務所 代表弁護士
㈱イオン銀行 社外取締役
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役

0株

《社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要》
　土地順子氏は、長年に亘り、弁護士として、企業法務、国際企業間取引、知的財産分野等の分野を中心に豊富な経験を重ねてきました。同氏を社外
取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われたグローバルな視点を備えた弁護士としての知見に基づき、経営の監督とチェック機能が期待さ
れるためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間です。

（注）1. 候補者八幡滋行氏は、ヤワタビル株式会社の取締役を兼務しており、同社は当社の大株主です。なお、当社と同社との間には、特別の利害関
係はありません。

2. 候補者八幡滋行氏は、Yawata Zaidan Limitedの取締役を兼務しており、同社は当社の大株主です。なお、当社と同社との間には、特別の
利害関係はありません。

3. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏の6名は、株式会社東京証券取引所の定めに基

づく独立役員です。また、同6名の再任が承認された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約（D&O保険契約）を保険会社との間で締結し、被保険者が負担するこ

とになる、損害賠償請求における賠償金額、判決金額、和解金、示談金及び争訟費用の損害を当該保険契約により塡補することとしていま
す。当該保険契約の被保険者は、全ての取締役、執行役及び管理監督・指揮命令を行う従業員です。また、当該保険契約は次回更新時におい
ても同内容での更新を予定しています。取締役候補者の八幡滋行氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐
和子氏、本多慶行氏及び土地順子氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

6．土地順子氏が社外取締役として在任している㈱イオン銀行は、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に係る不適切な業務運営に関して
金融庁から2025年12月26日付で銀行法に基づく業務改善命令を受けました。同氏は、本件判明まで当該事実を認識していませんでした
が、日頃から取締役会等において内部統制の実効性拡充や法令遵守の重要性について意見を述べており、判明後は徹底した真因分析と再発防
止に関して提言し、改善状況をモニタリングするなど、その職責を果たしています。

　梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏の6名については、スミダグループ
に対し、社外取締役として経営の基本方針の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、引き続き社外取締役として重
任をお願いするものです。
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氏名 地位 企 業 経 営 関 連 業
界 / 事 業

グ ロ ー バ ル
ビ ジ ネ ス

財 務 ・
会 計

法務/コンプ
ラ イ ア ン ス

ガ バ ナ ン
ス/リスクマ
ネ ジ メ ン ト

新 規 事
業/M&A

八 幡 　 滋 行 取 締 役 ● ● ● ● ●

梅 本 　 龍 夫 社外取締役 ● ● ● ●

范 　 仁 鶴 社外取締役 ● ● ● ● ●

早 川 　 亮 社外取締役 ● ● ● ● ● ●
ア ル バ ー ト
キ ル ヒ マ ン 社外取締役 ● ● ● ● ● ●

上 野 　 佐 和 子 社外取締役 ● ● ● ●

本 多 　 慶 行 取 締 役 ● ● ● ● ● ●

土 地 　 順 子 社外取締役 ● ● ●

　社外取締役候補者の選任、社外取締役としての独立性及び社外取締役との責任限定契約については次のとおりです。
(1) 社外取締役候補者の選任

　当社は指名委員会等設置会社です。指名委員会等設置会社は、取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役
が過半数を占める委員会を設置して経営の透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「経営の
監督」と「業務執行」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構です。そのため指名委員会等設置会社では複数
の社外取締役を選任する必要がありますが、当社では取締役会の一層の機能の強化を目指し、取締役の過半数を社外取締
役とすることにしており、6名の選任をお願いするものです。

(2) 社外取締役候補者の独立性
① 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
② 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはな

く、今後も受ける予定はありません。
③ 社外取締役候補者は、いずれも当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者と三親等以内の親族関係はありません。

(3) 社外取締役との責任限定契約
　当社は現に当社の社外取締役である梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び
土地順子氏との間で責任限定契約を締結しています。（契約の内容の概要は事業報告の「2⑶⑥責任限定契約の内容の概
要」に記載のとおりです。）各氏の再任が承認された場合、当社は、各氏と上記責任限定契約を継続する予定です。

取締役の主たる経験分野・専門性

（注）上記は本議案が原案どおり承認可決された場合の予定です。
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第2号議案 当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び従業員にストックオプションとして発行する新
株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任することにつき、ご承認をお
願いするものです。
1．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

　当社グループが2026年12月期から2028年12月期までの3か年期間における目標の達成、持続的な成長及び中長期的な企業
価値の向上を目指すにあたり、中期インセンティブプランとして、当社子会社の取締役及び従業員に対し、新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額を1株当たり1円とする新株予約権を無償で発行するものです。
　なお、新株予約権のうちの半数は、下記2．（3）「⑧新株予約権の行使の条件」に定める条件を達成した場合のみその達成
の程度に応じて権利行使を可能とするもので、新株予約権の付与対象となる当社子会社の取締役及び従業員が業績目標に対して
コミットメントを負う内容になっています。

2．本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限並びに払込みに関する事項
　（1）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限

　下記（3）に定める内容の新株予約権の総数は8,000個を上限とします。
なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、普通株式80万株を上限とし、下記
（3）①により新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の上限数を乗じた数と
します。

　（2）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の払込金額
　新株予約権は、無償で発行することとし、金銭の払込みを要しないこととします。

　（3）その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
①新株予約権の目的である株式の種類及び数
　新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式
数」といいます。）は100株とします。
　なお、株主総会における決議の日（以下、「決議日」といいます。）後に、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償
割当てを含みます。以下同じ。）又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、又は株式併合の時点で
行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、
これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
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当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社
は、合併比率等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）である1円に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株
式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未
満の端数は、これを切り上げることとします。

　また、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社
は、合併比率等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものとします。

③新株予約権を行使することができる期間
　割当日の1年後の応当日から2044年3月31日までとします。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
（ア）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に

従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとします。

（イ）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（ア）記載の資本金等増加
限度額から上記（ア）に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑤新株予約権の譲渡制限
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

⑥新株予約権の取得事由
（ア）当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承

認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の
内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案又は新株
予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨若し
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認
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　　　の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議又は取締役会決
議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受け
た当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものとします。

（イ）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」といいます。）が権利行使をする前に、下記⑧に定める
規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することがで
きるものとします。

⑦組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限ります。）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限りま
す。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日
において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいます。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予
約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対
象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限りま
す。

（ア）交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

（イ）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。

（ウ）新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定します。

（エ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記②
で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記（ウ）に従って決定される当該新株予約権の目
的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。

（オ）新株予約権の権利行使期間
　上記③に定める新株予約権を行使することができる期間（以下、「権利行使期間」といいます。）の開始日と
組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。

（カ）新株予約権の行使の条件
　下記⑧に準じて決定します。

（キ）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　上記④に準じて決定します。
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（ク）新株予約権の取得に関する事項
　上記⑥に準じて決定します。

（ケ）譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社
でない場合には、「取締役」とします。）による承認を要するものとします。

⑧新株予約権の行使の条件
（ア）新株予約権者は、割当日からその1年後の応当日の前日までは、割当てを受けた新株予約権を行使することができ

ません。
（イ）新株予約権者は、割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日まで（以下、「第1期間」といいま

す。）は、割当てを受けた新株予約権数の6分の1に相当する個数（1未満の端数はこれを切り捨てるものとしま
す。）を限度として新株予約権を行使することができます。

（ウ）新株予約権者は、割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日まで（以下、「第2期間」といいま
す。）は、割当てを受けた新株予約権の6分の2に相当する個数（1未満の端数はこれを切り捨てるものとしま
す。）から第1期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限度として新株予約権を行使することがで
きます。

（エ）新株予約権者は、割当日の3年後の応当日から2044年3月31日まで（以下、「第3期間」といいます。）は、割当
てを受けた新株予約権の6分の3に相当する個数（1未満の端数はこれを切り捨てるものとします。以下、「在籍条
件行使上限個数」といいます。）から第1期間及び第2期間に行使した新株予約権の個数を控除して得た個数を限
度として新株予約権を行使することができます。

（オ）新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権数から在籍条件行使上限個数を控除して得た個数（以下、「業績条件
行使上限個数」といいます。）の新株予約権について、（ⅰ）当社の2026年12月期から2028年12月期までの各
事業年度（以下、「対象事業年度」といいます。）のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における
連結損益計算書に記載された営業利益の金額（以下、「業績判定水準」といいます。）が80億円以上となり、且
つ、（ⅱ）対象事業年度の平均投下資本利益率の高い順に上位2事業年度の平均が5.0パーセント以上となったとき
に限り、業績条件行使上限個数に行使可能割合（対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額｟150億円
を超える場合は150億円とします。｠の150億円に対する割合をいいます。）を乗じて得た個数（1個未満の端数
はこれを切り捨てるものとします。）を限度として行使することができます。行使することができる期間は2029
年4月2日から2044年3月31日まで（以下、「第4期間」といいます。）とします。なお、参照すべき指標の概念
に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。

（カ）新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位（以下、
総称して「要件地位」といいます。）にあることを要します。

（キ）新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社又は当社子会社の就業規
則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。

（ク）新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、
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当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件

行使することができる
新株予約権の個数

＝ 上記（オ）の限度個数 ×
割当日から要件地位喪失日までの日数
割当日から2029年4月1日までの日数

社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇（整理
解雇）、又はこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記（カ）にかかわらず、以下の通りとしま
す。

（1）新株予約権者が割当日から2029年4月1日までの期間中に要件地位を喪失した場合において、上記（オ）に定
める（ⅰ）及び（ii）の条件（上記（オ）の定めに従って参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合に
おいて別途参照すべき指標が取締役会により定められたときはこれによる条件。以下、「業績達成条件」とい
います。）のすべてが充足されたときは、2029年4月2日から２年が経過する日までに限り、以下の算式に基
づき算出された個数（1未満の端数はこれを切り捨てます。）を限度として行使することができます。

（2）業績達成条件のすべてが充足された場合において、新株予約権者が第4期間中に要件地位を喪失したときは、当
該要件地位喪失日から2年が経過する日又は2044年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記（オ）に定め
る限度個数の新株予約権を行使することができます。

（3）（1）のほか、新株予約権者が第1期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過
する日までに限り、上記（イ）に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。

（4）（1）又は（2）のほか、新株予約権者が第2期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2
年が経過する日までに限り、上記（ウ）に定める限度個数の新株予約権を行使することができます。

（5）（2）のほか、新株予約権者が第3期間中に要件地位を喪失した場合には、当該要件地位喪失日から2年が経過
する日又は2044年3月31日のいずれか早い日までに限り、上記（エ）に定める限度個数の新株予約権を行使
することができます。

（ケ）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
（コ）各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
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当社子会社の取締役及び従業員に新株予約権を発行する件

⑨新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
とします。

　（4）新株予約権のその他の事項
　上記の細目及びその他の新株予約権の募集事項については、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執
行役が定めるものとします。

　（5）その他
　特に定めがある場合を除き、本議案中にいう応当日が土曜日、日曜日又は祝祭日（以下「休日」といいます。）に当たる
場合、直前の休日でない日をもって当該応当日とします。

（ご参考）
　当社グループが2026年12月期から2028年12月期までの3か年期間における目標の達成、持続的な成長及び中長期的な企業価
値の向上を目指すにあたり、中期インセンティブプランとして、当社執行役に対しても行使条件等を同様とする新株予約権の発行
を予定しています。当社執行役に対する新株予約権は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定される新株予約権の公正価格
に各執行役に割り当てる新株予約権の個数を乗じて算出される金額を新株予約権の払込金額とするものです。なお、報酬委員会に
おいて、本議案が承認可決されることを条件として、各執行役に対して当該払込金額と同額の報酬を付与し、各執行役の当社に対
する当該報酬請求権と当該払込金額の支払債務とを相殺します。また、執行役の個人別の報酬等の具体的内容として新株予約権の
内容を上記2.と同様とします。

以　上

－ 21 －



2026/02/27 11:43:05 / 25310052_スミダコーポレーション株式会社_招集通知_電子提供措置用

当連結会計年度の事業の状況

1 企業集団の現況に関する事項

事業報告　第71期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）

(1) 当連結会計年度の事業の状況
　① 事業の経過及び成果

当連結会計年度において、ロシアとウクライナとの間での武力衝突が膠着状態にある中、中東や中米において
も地政学的な不安が高まっており、事業環境は引き続き不確実性の高い状態にあると考えています。米国におい
ては、各種経済指標を踏まえると、関税影響により企業収益が圧迫され、雇用情勢の悪化傾向がみられます。ま
た、関税によるコストプッシュ型インフレへの警戒感の高まり等により消費者心理が悪化しつつあると見ていま
す。欧州においては、製造業に回復の兆しが現れたかに見えましたが、対米関税交渉の成り行き等の不確実な要
素があり、本格的な景気回復までにはまだ時間を要すると見ています。中国においては、耐久消費財の買い替え
支援補助金等により内需の回復が図られる一方で、輸出先をASEAN諸国向けに多角化する等の動きが見られま
す。金融政策では、米国FRBが雇用情勢の悪化等を受けて計3回の利下げを行った一方で、欧州ECBは昨年から
計8回の利下げを実施した後に、7月会合以降は金利を据え置きました。また、日銀は今年1月に引き続き、12月
に利上げを実施しました。

当社グループの製品の用途として車載関連の構成比率が約6割を占めます。世界の自動車販売は、中国が成長
を牽引しています。中国ではxEVを中心にメーカー各社による熾烈な価格競争により市場が拡大してきました
が、政府により過度な価格競争の抑制及び支払条件の適正化が図られようとしています。また、中国においては
新車販売に占める新エネルギー車の割合が引き続き高いシェアを占めるなか、過剰生産能力の問題が指摘されて
います。自動車販売は米国においても堅調な一方で、欧州においては消費者心理の低迷により落ち込んでいま
す。

米政権による関税政策による事業への影響につき、当社グループでは、関税による追加コストを最終的に負担
することになる主体を注視しています。当社グループにおいては、納品にあたり当社グループが関税を直接負担
する取引は僅かです。したがって、関税による当社グループへの直接影響は軽微と考えています。他方で、間接
影響として、関税による追加コストを消費者が負担することになれば最終需要が低下する可能性があり、企業が
負担することになればサプライ・チェーン各段階での値下げ圧力となる可能性があると見ています。これらに加
えて、為替の変動も注視しています。なお、当連結会計年度における当社グループの売上全体に占める米国の割
合は約2割です。

当社グループは、以前より地政学リスクを事業等のリスクと認識し、各国の関税の引上げや安全保障貿易管理
に基づく輸出規制、新興技術等に対する取引制限等の政策に対して分析を行い、必要に応じて取引形態やサプラ
イ・チェーンの見直し等も行うことにより、事業への影響の低減を図っています。また、複数の生産拠点で製品
を生産することでリスクの分散を図っています。こうした取り組みの一環として、アジア・欧州・北米の各域内
で設計・製造・販売を完結できる地産地消体制を整えています。状況が時々刻々と変化する中で、この地産地消
体制を活かしながら顧客の要望に柔軟に対応していく方針です。

当連結会計年度においては、欧州における事業構造改革が計画どおり完了しました。また、中国における製造
間接費の適正化も計画どおり進捗しています。足元では、事業環境の不確実性の高まりを受けて、より一層の経
費節減を通じ損益分岐点の更なる改善に努めています。
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当連結会計年度の事業の状況

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
売 上 収 益 35,390 35,779 36,906 39,117
営 業 利 益 1,236 2,128 2,124 1,950
営 業 利 益 率 3.5％ 5.9％ 5.8％ 5.0％

期 中 為 替
レ ー ト

米 ド ル 154.16 145.72 146.79 152.73
ユ ー ロ 160.95 162.65 170.83 177.70
人 民 元 21.17 20.11 20.49 21.48
香 港 ド ル 19.82 18.70 18.74 19.64

損益分岐点の改善に加え、当社グループは、収益源の多様化にも取り組んでいます。この一環として、2025
年10月1日 に ド イ ツ に 本 社 を 置 くSchmidbauer Transformatoren- und Geratebau GmbH（ 以 下 、
「Schmidbauer」）の発行済株式80%を取得し、子会社化しました。Schmidbauerは、風力発電、太陽光、エ
ネルギー貯蔵、鉄道、試験装置、船舶、防衛等の産業分野向けに、大型コイルに特化した製品を専門に開発・製
造・販売する企業です。家族経営企業であるSchmidbauerは、製造拠点の拡大に課題を抱えており、グローバ
ルな製造体制を持つパートナーを求めていました。Schmidbauerは、高出力用途、再生可能エネルギー、防
衛、特殊車両といった分野において大きな成長可能性を有しています。従前、当社グループも同様にこれらの分
野において製品を供給してきましたが、製品の大きさの違いにより両者の顧客基盤はほぼ重複しません。
Schmidbauerの製品を当社グループの東欧、アジア、北米地域の製造拠点で生産し、同地域で販売すること
で、Schmidbauerにとって未開拓であった国・地域への展開を図ります。同時に、Schmidbauerと当社グルー
プの製品開発及び製造に関する専門技術を相互に活用することで、品質、信頼性、効率性を強化し、両者にとり
未開拓であった用途市場への展開を図ります。

当連結会計年度における当社グループの業績は以下のとおりです。売上収益は、前連結会計年度比2.2％増の
147,194百万円、営業利益は、同64.8％増の7,439百万円でした。当連結会計年度において、一部の顧客との間
で受注数量減少に対し当社グループが補償を受けることに合意したことで、一過性要因として1,007百万円の増
益となりました。また、前連結会計年度との比較においては、前連結会計年度に計上した構造改革費用1,086百
万円が一過性の増益要因となりました。これらに加えて、営業利益の増減要因は、減収による影響（3,793百万
円の減益）、操業度上昇による固定費負担減（2,281百万円の増益）、製造間接費の減少（1,008百万円の増
益）、賃金の影響（562百万円の増益）等です。欧州における事業構造改革によるコスト削減は、主に賃金の影
響に含まれています。また、当連結会計年度は支払金利等の影響で金融収益/金融費用が2,608百万円のマイナス
であったこと等から、税引前当期利益は同272.9％増の4,830百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同
512.4％増の3,618百万円でした。

（単位：百万円、円）

－ 23 －



2026/02/27 11:43:05 / 25310052_スミダコーポレーション株式会社_招集通知_電子提供措置用

当連結会計年度の事業の状況

事業区分 売上収益
アジア・パシフィック事業 99,035
EU事業 56,756
セグメント間の内部売上収益又は振替高 △8,597

合　計 147,194

（報告セグメントの状況）
当連結会計年度における報告セグメントの状況は次のとおりです。

1）アジア・パシフィック事業
　アジア・パシフィック事業では、中国における車載関連の需要が低迷した一方で、その他アジア及び
北米におけるインダストリー関連の需要が伸長しました。売上収益は前連結会計年度比4.6％増の
99,035百万円でした。中国における製造間接費の適正化は計画どおり進捗しています。これらに加
え、一部の顧客との間で受注数量減少に対し当社グループが補償を受けることに合意したことによる一
過性要因の増収も寄与しました。セグメント利益は同50.9％増の4,748百万円でした。

2）EU事業
　EU事業では、xEV向け急速充電インフラ関連及び太陽光発電関連等の需要が減少しました。売上収
益は前連結会計年度比0.9％増の56,756百万円でした。こうした中、前連結会計年度に決断した事業
構造改革が、計画どおり完了し利益創出に寄与しました。セグメント利益は同27.0％増の3,403百万
円でした。

（単位：百万円）

（市場別の状況）
1）車載市場

　中国における現地メーカーの著しい伸長及び欧州系メーカーの停滞等を背景として、当社グループに
おいては中国における欧州系メーカー向け製品の需要が低迷しました。また、北米においても需要が低
迷しました。車載関連の売上収益は前連結会計年度比2.8％減の85,415百万円でした。

2）インダストリー市場
　欧州におけるxEV向け急速充電インフラ関連及び太陽光発電関連等の需要が減少しました。他方で、
北米及び中国以外のアジアにおいて太陽光発電及び蓄電池関連の需要が伸長しました。インダストリー
関連の売上収益は前連結会計年度比8.3％増の39,312百万円でした。
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当連結会計年度の事業の状況

2024年度 2025年度 増減率（％）
車 載 市 場 87,893 85,415 △2.8
イ ン ダ ス ト リ ー 市 場 36,314 39,312 8.3
家 電 市 場 19,770 22,466 13.6

インダストリー市場
25％

車載市場
61％

家電市場
14％

2024年12月期

インダストリー市場
27％

車載市場
58％

家電市場
15％

2025年12月期

3）家電市場
　一部の顧客との間で受注数量減少に対し当社グループが補償を受けることに合意したことによる一過
性要因としての増収が寄与しました。生成AI搭載モデルの販売開始等もあり、ノートパソコン、タブレ
ット端末、スマートフォン関連の需要が堅調に推移しました。家電関連の売上収益は前連結会計年度比
13.6％増の22,466百万円でした。

（単位：百万円）

　市場別売上構成

　当期の財政状態の概況
（資産）

　当連結会計年度末における資産合計は163,656百万円で、前連結会計年度末比で15,890百万円増加しまし
た。これは主に、Schmidbauerの子会社化によりSchmidbauerに関連する資産額が増加したことのほか、当期
に進行したユーロ高円安の影響でユーロ建て資産の評価額が大きくなったことによるものです。
　当連結会計年度末の現金及び現金同等物は6,129百万円で、前連結会計年度末から1,843百万円増加しまし
た。手元資金については、国内外連結子会社各社に資金が滞留することにより資金効率が低下するリスクに鑑
み、主要子会社の最低手持資金額を設定し毎月その設定額と実際手持資金とを比較することで、グループ全体で
の余剰資金を削減し借入金の圧縮に努めています。また、3か月先までのローリング・フォーキャストを毎月実
施することで資金管理を行っています。
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当連結会計年度の事業の状況

2024年12月期 2025年12月期
米ドル/円 156.15 156.59
ユーロ/円 162.70 183.58
人民元/円 21.34 22.38

香港ドル/円 20.11 20.12

（負債）
　当連結会計年度末における負債合計は、Schmidbauerの子会社化によりSchmidbauerに関連する負債額が増
加したことのほか、当期に進行したユーロ高円安の影響でユーロ建て負債の評価額が大きくなったこと、有利子
負債の借入及び返済による残高の変動、また引当金の目的使用による減少等により、前連結会計年度末比
11,450百万円増加し、98,302百万円でした。
　当連結会計年度末におけるネット有利子負債残高は、前連結会計年度末から2,110百万円増加し、50,252百
万円となりました。当連結会計年度末のネットDEレシオは0.81倍で、前連結会計年度末から0.01ポイント低下
しました。当連結会計年度末現在、短期有利子負債（1年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債を含む）の
残高は40,960百万円で、長期有利子負債の残高は15,421百万円です。なお、当社グループの借入金のうち約
85％が変動金利、約15％が固定金利によるものです。
　当社グループの保有する資産のうち大部分が外貨建てであることに対応し、為替の影響を少なくするため、現
地通貨建てでの調達を原則としつつ、金利コストも考慮した最適な資金調達を行っています。外貨建て借入金の
割合が借入金全体の約78％を占めており、借入金の平均金利は3.5％です。
　当社グループでは、主要な銀行と定期的にミーティングを行い、良好な関係を築いています。銀行団のオープ
ン・コミットメントラインは110億円を維持しており、これら全てが未使用です。なお、中期的には収益性の向
上と財務体質の強化に取り組み、信用格付けを取得し、資金調達の方法についての選択肢を増やす目標を持って
います。

（資本）
　当連結会計年度末の資本合計は、前連結会計年度末比4,439百万円増加し、65,354百万円でした。当期利益
の計上、配当金の支払、Schmidbauerの非支配株主が引き続き保有する株式に対して付与された売建プット・
オプションの計上による資本剰余金の減少、また在外営業活動体の換算差額の変動を主要因としたその他の包括
利益の計上等により、当連結会計年度末の親会社の所有者に帰属する持分合計は62,008百万円となり、親会社
所有者帰属持分比率は前連結会計年度末の39.7％から、当連結会計年度末に37.9％となりました。また、1株当
たり親会社所有者帰属持分は前連結会計年度末の1,774.64円から、当連結会計年度末は1,875.53円となりまし
た。

◎参考：期末為替レート
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当連結会計年度の事業の状況

貸出コミットメント契約の総額 3,000百万円
借入実行残高 －
未実行残高 3,000百万円

マルチカレンシー・コミットメントライン契約の総額 8,000百万円
借入実行残高 －
未実行残高 8,000百万円

　② 設備投資の状況
　当社グループは、新製品立上げ、増産、生産の合理化、品質向上、並びに研究開発の強化等の目的で継続的
に投資を行っています。当連結会計年度においては、8,600百万円の設備投資を計画しておりました。獲得済み
案件の遅延や、受注数量が減っている環境下では生産効率改善投資の採算を見通しづらい等の状況において、
採算性をより厳しく精査した上で投資を実行しました。この結果、アジア・パシフィック事業で3,862百万円、
EU事業で2,370百万円、総額6,233百万円の設備投資を行いました。
　当連結会計年度における設備投資の内訳は新製品対応56％、増産対応24％、生産性改善及び設備更新
10％、その他10％です。

　③ 資金調達の状況
1) 貸出コミットメント契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と貸出コミットメント契約を締結して
います。当連結会計年度末日における貸出コミットメント契約の総額、借入実行残高及び借入未実行残高は
次のとおりです。

2) マルチカレンシー・コミットメントライン契約
　当社グループは、運転資金の効率的な調達を可能にするため、取引銀行7行と米ドル、ユーロ及び円のマ
ルチカレンシー・コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末日にお
けるマルチカレンシー・コミットメントライン契約の総額、借入実行残高及び借入未実行残高は次のとおり
です。
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財産及び損益の状況の推移

第68期
(2022年12月期)

第69期
(2023年12月期)

第70期
(2024年12月期)

第71期
(当連結会計年度)
(2025年12月期)

売上収益 （百万円） 138,600 147,672 143,978 147,194

営業利益 （百万円） 8,189 8,564 4,513 7,439

親会社の所有者に帰属する当期利益 （百万円） 5,099 5,064 590 3,618

基本的1株当たり当期利益 （円） 187.54 167.46 17.96 109.47

資産合計 （百万円） 134,846 142,786 147,766 163,656

資本合計 （百万円） 48,877 57,312 60,915 65,354

1株当たり親会社所有者帰属持分 （円） 1,722.08 1,687.39 1,774.64 1,875.53
ROE
（親会社所有者帰属持分当期利益率） （%） 12.0 9.9 1.0 6.0

138,600

第68期

147,672

第69期

143,978

第70期

147,194

第71期

売上収益 （単位：百万円）

8,189

第68期

8,564

第69期

4,513

第70期

7,439

第71期

営業利益 （単位：百万円）

第68期

187.54

第69期

167.46

第70期

17.96

第71期

109.47

基本的1株当たり当期利益 （単位：円）

134,846

第68期

142,786

第69期

147,766

第70期

163,656

第71期

資産合計 （単位：百万円）

48,877

第68期

57,312

第69期

60,915

第70期

65,354

第71期

資本合計 （単位：百万円）

1,722.08

第68期

1,687.39

第69期

1,774.64

第70期

1,875.53

第71期

1株当たり親会社所有者帰属持分（単位：円）

(2) 財産及び損益の状況の推移

(注) 基本的1株当たり当期利益は期中平均の発行済株式総数により、1株当たり親会社所有者帰属持分は期末日現在の発行済株式総数により、それぞれ算出しています。
なお、基本的1株当たり当期利益及び1株当たり親会社所有者帰属持分の算出に際しては、期中平均の発行済株式総数及び期末日現在の発行済株式総数から、それぞれ
自己株式を控除しています。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

会社名 資本金 当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

スミダ電機株式会社 460,000 千円 100 コイルの製造・販売・研究開発
東莞勝美達（太平）電機有限公司 305,000 千香港ドル 100（100） コイルの製造
SUMIDA ELECTRIC（GUANGXI）CO., LTD. 20,000 千香港ドル 100（100） コイルの製造
Sumida Electric（H. K.）Company Limited 927,000 千香港ドル 100（100） コイルの製造・研究開発
SUMIDA TRADING PTE. LTD. 6,000 千シンガポールドル 100 コイルの販売
SUMIDA TRADING（SHANGHAI）COMPANY LIMITED 12,070 千人民元 100（100） コイルの販売
TAIWAN SUMIDA TRADING COMPANY LIMITED 30,000 千台湾ドル 100 コイルの販売
SUMIDA TRADING（KOREA）COMPANY LIMITED 2,000,000 千韓国ウォン 100 コイルの販売
SUMIDA Europe GmbH 25 千ユーロ 100 ＥＵ事業統括
SUMIDA Components GmbH 105 千ユーロ 98.1（98.1） コイルの製造・販売
SUMIDA AG 7,344 千ユーロ 98.1（98.1） EU事業の中間持株会社
SUMIDA Components & Modules GmbH 25 千ユーロ 98.1（98.1） コイルの製造・販売・研究開発
SUMIDA Lehesten GmbH 25 千ユーロ 98.1（98.1） EMS
SUMIDA ROMANIA S. R. L. 3,101 千ユーロ 98.1（98.1） コイルの製造
SUMIDA electronic Shanghai Co., Ltd. 37,904 千人民元 98.1（98.1） コイルの製造・販売
SUMIDA COMPONENTS DE MEXICO, S. A. DE C.V. 50 千メキシコペソ 72.3（72.3） コイルの製造
SUMIDA Slovenija, d. o. o. 503 千ユーロ 72.3（72.3） コイルの製造
vogtronics GmbH 25 千ユーロ 72.3（72.3） コイルの製造・販売
Schmidbauer Transformatoren-und  
Geratebau GmbH　(注)2 255 千ユーロ 78.4（78.4） コイルの製造・販売・開発

VOGT electronic Miesau GmbH 5,000 千ユーロ 98.1（98.1） 中間持株会社
SUMIDA flexible connections GmbH 25 千ユーロ 98.1（98.1) フラット・ケーブルの製造・販売
SUMIDA FLEXIBLE CONNECTIONS ROMANIA S. R. L. 156 千ユーロ 98.1（98.1) フラット・ケーブルの製造・販売
Sumida Electric（Thailand）Co., Ltd. 275,000 千タイバーツ 100 パワーエレクトロニクス関連コイルの開発・製造・販売
ISMART GLOBAL LIMITED 6,308 千ユーロ 100 中間持株会社

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
　① 親会社の状況

　　該当事項はありません。

　② 重要な子会社の状況
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

会社名 資本金 当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

Sumida Finance B. V. 20 千ユーロ 100 金融統括会社
SUMIDA ELECTRONIC VIETNAM CO., LTD. 5,000 千米ドル 100 コイルの製造
Sumida Electric（Changde）Co., Ltd. 37,664 千人民元 100（100） コイルの製造
Sumida Electric（JI'AN）Co., Ltd. 193,537 千人民元 100（100） コイルの製造
Guangzhou Sumida Electric Co., Ltd. 376,040 千人民元 100（100） コイルの製造
SUMIDA Electronic SuQian Co., Ltd. 4,500 千人民元 98.1（98.1） コイルの製造
SUMIDA ELECTRONIC QUANG NGAI CO., LTD. 22,500 千米ドル 100 コイルの製造
SUMIDA INSURANCE CORPORATION 5,000 千米ドル 100 グループ内保険の統括・管理
SUMIDA AMERICA HOLDINGS INC. 100 千米ドル 100 中間持株会社
Sumida America Inc. 6,350 千米ドル 100（100） コイルの製造・販売・研究開発
Sumida Electric (India) Private Limited 30,000 千インドルピー 100 コイルの販売

（注）1.議決権比率の（　）内の数字は間接所有比率です。
2.2025年10月1日にSchmidbauer Transformatoren-und Geratebau GmbHの発行済株式総数の80%を取得し、子会社化しました。

(4) 対処すべき課題
　当社は、2024年2月に計画期間を3年間とする中期経営計画2024-2026を発表しました。本計画では、グリ
ーンエネルギー関連を成長の柱と位置づけ大幅増収・増益を見込んでいました。ところが2024年初より、欧州
のEV補助金停止や米国の環境政策転換などにより市場環境が急変し、生産拡大に向けた設備・人員の増強によ
り損益分岐点が高まる中、案件の遅延や需要減退が収益を圧迫しました。こうした中、損益分岐点の改善と収益
源の多様化を重点に据えて欧州・中国での人員削減を進め、さらに、2025年10月にインダストリー領域を補完
するSchmidbauer社を買収しました。このように、事業環境も当社の取り組みも当初想定から大きく変化して
います。そこで、現時点における事業環境の認識に立脚した成長戦略を再提示し、これを着実に実行していくこ
とが責務であると認識しています。

① 2035年にありたい姿“Top Position in Multiple Niches”に向けたニッチトップ戦略の推進
当社は、2035年までに環境、テクノロジー、地政学、人口動態等の潮流が当社事業に影響すると認識してい

ます。これらの潮流は、当社事業に対して機会にもリスクにもなり得ると考えています。当社は創業以来、あ
らゆる電子機器に欠かせないコイル製品を提供してきました。「技術と人の架け橋」を経営理念に掲げ、技術
力とグローバル拠点を活かしながら、お客様のご要望一つ一つに真摯に対応してきました。取引実績が次の案
件の引き合いに繋がる好循環となっています。これらが当社の強みと考えています。

こうした潮流や当社の経営理念及び強みを踏まえ、当社は2035年にありたい姿として“Top Position in 
Multiple Niches"を掲げます。そして、その実現に向けニッチトップ戦略を推進します。本戦略では、収益基
盤を強化し、メガトレンドによる成長を追求しつつ、複数のニッチ市場で一番の地位を目指します。

<2035年にありたい姿 “Top Position in Multiple Niches”>
Niche：カスタム性の高い製品が必要とされ、当社の強みを活かすことで差別化できる市場において
Top Position：シェア50%以上すなわち当該市場において一番の地位を確立する
Multiple：一番の地位を確立する市場を複数抱える
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

<ニッチトップ戦略>
1. 高資本効率：既存事業領域におけるキャッシュ創出力向上。スピード向上の追求を通じた高効率化。
2. メガトレンド：メガトレンドに即した用途市場での案件獲得。従来のグリーンエネルギー関連(xEV, 自

然エネルギー)に加え、電力網・移送手段・データセンター・メディカル・ロボット等。
3. 新事業：自社開発の独自技術を製品化。模倣困難な価値を提供する新たな市場創出。VPコイル技術の医

療への応用、量子センシング技術の高度計測への応用。

　そして、2035年までのニッチトップ戦略において、2028年までに完遂を目指す取り組みと数値目標を
新たに中期経営計画2026-2028として掲げ、各種取り組みを遂行します。

中期経営計画2026-2028
【ニッチトップ戦略の推進】

1. 高資本効率：プロセス高速化、損益分岐点改善と「転用」
2. メガトレンド：グリーンエネルギー関連、電力網、移送手段、データセンター、医療、ロボット等
3. 新事業：Schmidbauerとのシナジー創出

【地域戦略】営業・開発・製造の3機能を各地域で完結し、現地のニーズに即応できる「地産地消」体制
欧州：SchmidbauerのPMI、新領域における案件獲得
アジア：生産能力の最適化、中国ローカル案件獲得、インドにおける案件獲得、ベトナム生産能力拡大
北米：研究開発体制の強化、生産体制の強化

【数値目標】
・2028年度の売上収益1,650億円、営業利益100億円、基本的1株当たり当期利益 (EPS) 174.0円
・2028年度の投下資本利益率 (ROIC) 6.7％

② コーポレートガバナンス体制の強化への継続的な取組み
　2003年に経営と監督の分離を明確にするために日本の上場企業第1号で委員会等設置会社に移行しまし
た。また、当社の取締役会は、8名のうち6名が多様な専門知識をもつ社外取締役です。2名が女性取締役、
欧州や中国といったビジネスの比重が高いエリアからの外国人取締役が2名となっています。このような取締
役会の体制をはじめコーポレートガバナンスの一層の強化に努めています。

③ ESGの取組み
　当社グループの使命は、人々の生活の質を向上し、環境に優しい製品や技術の開発を可能とするソリュー
ションを提供し続けることです。この使命を果たし、スミダグループの製品が省電力、脱炭素化に大きく貢
献し続けることが重要課題と認識しています。

【最重要取組み課題】
1. スミダグループの技術開発と製品を通して二酸化炭素削減に貢献する。
2. 資源の有効活用、廃棄物の削減、代替エネルギーの活用を推進して業務を遂行する。
3. スミダグループのあらゆるステークホルダーと共に国連開発計画が策定した17の持続可能な開発目標

を達成する努力をし続ける。

当社グループは、2030年度の温室効果ガス排出量(SCOPE 1&2)を2022年度比42％削減することを目指
します。なお、2024年度には、排出量を2022年度比30.2%削減しています。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

環境

地球とその資源を大切にする：
ⅰ．エネルギーの効率化
ⅱ．廃棄物の削減と資源のリサイクル
ⅲ．持続可能エネルギーの採用
ⅳ．持続可能資源の使用
ⅴ．公害の防止

社会

社会から尊敬される企業となる：
ⅰ．労働と人権
ⅱ．持続可能未来に向けた新技術とソリューションの開発
ⅲ．優秀な人材のリクルート、開発、保持
ⅳ．責任あるサプライチェーンの構築
ⅴ．社会貢献

ガバナンス

高い誠実性と持続力を備えた事業活動を行う：
ⅰ．コンプライアンスとリスクマネジメント
ⅱ．製品の品質とセキュリティ
ⅲ．ITセキュリティ
ⅳ．透明性
ⅴ．CSRトレーニングと推進
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主要な事業内容

▶パワーインダクタ&RFインダクタ
面実装、ピンタイプ、デジタルアンプ用LPFコ
イル、RFチップインダクタ

▶パワートランスフォーマー
面実装タイプ、ピンタイプ、PoEトランス、ス
イッチング・パワーサプライ、リアクタ、非
接触給電コイル

▶シグナル
RF/通信、RFID、アンテナコイル、他

▶EMC
ACパワーライン、DCパワーライン、ノーマ
ルモードチョーク、コモンモードコイル

▶センサ・アクチュエータ
ローターポジションセンサー、ABSコイル、
ソレノイドコイル

▶車載用モジュール
インバーター用チョーク・モジュール、パワ
ー・コンバージョン、フィルターモジュール

▶磁性材料、セラミック部品、EMS、フレキシ
   ブル・コネクション

セラミック受動部品、電子製品製造サービス
（EMS）、フレキシブルフラットケーブル

▶医療機器用コンポーネント
通信用アイソレーショントランス、アイソレ
ーショントランス

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

　当社グループは、コイル関連の部品及びモジュール製品の設計・製造・販売を行っています。当社グループ
の製品は、車載関連・インダストリー関連・家電関連といった多岐に亘る電子機器に搭載されています。当社
グループの主要製品は次のとおりです。
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当社グループの主要拠点等

本社 東京都中央区（当社）

事業統括 SUMIDA Europe GmbH（ドイツ）、SUMIDA AG（ドイツ）、Sumida Finance B. V.（オランダ）、
SUMIDA INSURANCE CORPORATION（ミクロネシア）、SUMIDA AMERICA HOLDINGS INC.（米
国）

国内営業拠点
スミダ電機株式会社（宮城県名取市、東京都中央区、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、長野県小諸市、
愛知県名古屋市、大阪府大阪市）

海外営業拠点 Sumida Electric（H.K.）Company Limited（香港）、SUMIDA TRADING PTE. LTD.（シンガポー
ル ） 、Sumida America Inc. （ 米 国 ） 、SUMIDA Components GmbH （ ド イ ツ ） 、SUMIDA 
TRADING （SHANGHAI ）COMPANY LIMITED （ 中 国 ） 、SUMIDA Components & Modules 
GmbH （ ド イ ツ ） 、vogtronics GmbH （ ド イ ツ ） 、SUMIDA Lehesten GmbH （ ド イ ツ ） 、
Schmidbauer Transformatoren-und Geratebau GmbH（ドイツ）、SUMIDA flexible connections 
GmbH（ドイツ）、SUMIDA TRADING（KOREA）COMPANY LIMITED（韓国）、TAIWAN SUMIDA 
TRADING COMPANY LIMITED（台湾）、Sumida Electric（Thailand）Co., Ltd.（タイ）、SUMIDA 
electronic Shanghai Co., Ltd.（中国）、Sumida Electric (India) Private Limited（インド）

国内生産拠点 スミダ電機株式会社（青森県むつ市、長野県小諸市）

海外生産拠点 Sumida Electric（H.K.）Company Limited（香港）、東莞勝美達（太平）電機有限公司（中国）、
SUMIDA Components GmbH（ドイツ）、SUMIDA Components & Modules GmbH（ドイツ）、
SUMIDA ROMANIA S. R. L.（ルーマニア）、SUMIDA COMPONENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V.（メ
キシコ）、SUMIDA Slovenija, d.o.o.（スロベニア）、SUMIDA Lehesten GmbH（ドイツ）、SUMIDA 
electronic Shanghai Co., Ltd.（中国）、Schmidbauer Transformatoren-und Geratebau GmbH（ド
イツ）、SUMIDA flexible connections GmbH（ドイツ）、SUMIDA ELECTRIC（GUANGXI）CO., 
LTD.（中国）、Sumida Electric（Thailand） Co., Ltd.（タイ）、SUMIDA FLEXIBLE CONNECTIONS 
ROMANIA S.R.L.（ルーマニア）、SUMIDA ELECTRONIC VIETNAM CO., LTD.（ベトナム）、Sumida 
Electric（JI'AN）Co., Ltd.（中国）、Sumida Electric（Changde）Co., Ltd.（中国）、Guangzhou 
Sumida Electric Co., Ltd.（ 中 国 ） 、SUMIDA Electronic SuQian Co., Ltd.（ 中 国 ） 、SUMIDA 
ELECTRONIC QUANG NGAI CO., LTD.（ベトナム）、Sumida America Inc.（米国）

国内開発拠点 スミダ電機株式会社（宮城県名取市、東京都中央区、長野県小諸市）

海外開発拠点 Sumida Electric（H.K.）Company Limited（ 香 港 ） 、Sumida America Inc.（ 米 国 ） 、SUMIDA 
Components GmbH （ ド イ ツ ） 、SUMIDA Components & Modules GmbH （ ド イ ツ ） 、
Schmidbauer Transformatoren-und Geratebau GmbH（ドイツ）、SUMIDA flexible connections 
GmbH（ドイツ）

(6) 当社グループの主要拠点等（2025年12月31日現在）
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使用人の状況、主要な借入先の状況

事業部門 使用人数 前連結会計年度末比増減

アジア・パシフィック事業 12,408名 456名増

EU事業 2,467名 149名減

全社（共通） 89名 5名減

合　　計 14,964名 302名増

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

　① 企業集団の使用人の状況

（注）1. 使用人数は就業員数です。
2. 全社（共通）は本部機能及びサポート機能を持つSumida Electric（H. K.）Company Limited及びスミダ電機株式会社のサービス部門に

所属している使用人数を記載しています。
3. 使用人数には委託加工先の使用人数を含めて表示しています。

　② 当社の使用人の状況
当社は純粋持株会社であり、使用人はいません。

借入先 借入額

株式会社三井住友銀行 18,476百万円

株式会社三菱UFJ銀行 11,110

株式会社みずほ銀行 6,939

三井住友信託銀行株式会社 5,501

株式会社七十七銀行 3,000

株式会社りそな銀行 2,400

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
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資本政策の基本的な方針及び剰余金の配当等の決定に関する方針

取締役会決議日
配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年7月31日 859 26.00 2025年6月30日 2025年8月27日
2026年2月20日 892 27.00 2025年12月31日 2026年3月6日

(9) 資本政策の基本的な方針及び剰余金の配当等の決定に関する方針
　①資本政策の基本的な方針

　当社グループでは、国内外連結子会社各社に資金が滞留することにより資金効率が低下するリスクに鑑
み、主要子会社の最低手持資金額を設定し毎月その設定額と実際手持資金とを比較することで、グループ全
体での余剰資金を削減し借入金の圧縮に努めています。また、手元現金の最小化に努めつつ、銀行団との間
でオープン・コミットメントラインを設けています。当連結会計年度末におけるオープン・コミットメント
ラインの金額は110億円で、これら全てが未使用です。
　当連結会計年度末のネットDEレシオは0.81倍でした。資本コストの最適化の観点から、中期的にはネッ
トDEレシオ0.6倍を目標に財務改善を進めていく方針です。ただし、M&Aなど成長投資の好機があれば、ネ
ットDEレシオ1.0倍までの一時的な上昇は許容する方針です。
　当社グループでは、各銀行による当社の信用格付けの維持向上のため、主要な銀行と定期的にミーティン
グを行い、良好な関係を築いています。中期的には収益性の向上と財務体質の強化に取り組み、信用格付け
を取得し、資金調達の方法についての選択肢を増やす目標を持っています。

　②資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの主な資金需要は、材料費、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに固定資産等

に係る投資です。資金需要については、主に自己資金により、また必要に応じ銀行借入等により賄います。
従来から資金の「見える化」を進め、グループ会社の資金の動き、残高等の管理をグローバルキャッシュ

マネジメントシステムにより実行しています。また、3か月先までのローリング・フォーキャストを毎月実
施することで資金管理を行っています。

　③剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は株主の皆様に対する利益還元として、配当による利益の配分を最優先に考え、連結配当性向30％以
上を勘案した配当を実施することを基本方針としています。なお、実際の連結業績により、この基本方針に
よる配当が適切でない場合には、株主資本配当率（DOE）3％等も考慮した上で、剰余金分配可能額の範囲
で株主還元の充実を図っていきます。当社は取締役会の決議により剰余金の配当をすることができる旨を定
款に定めており、中間及び期末の年2回の配当を行うことを基本方針としています。また、期末は実際の連
結業績を勘案し、上記の配当方針に適応した年間配当額となるように期末配当をお支払いする方針です。
　内部留保資金は、財務体質の強化、並びに将来の成長力の維持のために活用していく方針です。
　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

（注）当社は会社法第459条に基づき、6月30日、12月31日を基準日として、取締役会の決議により剰余金の配当をすることができる旨を
定款に定めています。
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会社の株式に関する事項

2 会社の状況に関する事項

　① 発行可能株式総数 70,000,000株
　② 発行済株式の総数 33,109,717株（自己株式を含む）
　③ 当事業年度末の株主数 22,030名

株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,951千株 14.97%

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,739 5.26

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 1,310 3.96

ヤワタビル株式会社 1,112 3.36

Yawata Zaidan Limited 759 2.29

佐藤哲雄 720 2.17

JP MORGAN CHASE BANK 385781 422 1.27

JPモルガン証券株式会社 370 1.12

JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO 341 1.03

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 319 0.96

(1) 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）

　④ 大株主（自己株式を除く上位10名）

（注）持株比率は自己株式（47,763株）を控除して計算しています。

　⑤ その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の新株予約権等に関する事項

決議年月日 2021年3月25日
報酬委員会決議

2024年3月27日
報酬委員会決議

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 111,700株 146,800株
新株予約権の行使時の払込金額 1円 1円

新株予約権の行使期間 自　2024年4月1日
至　2033年3月31日

自　2027年4月1日
至　2036年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格：　993.75円
資本組入額：496.88円

発行価格：　885円
資本組入額：443円

新株予約権の行使の条件 （注1） （注2）

役員の保有状況 取締役及び執行役
(社外取締役を除く)

新株予約権の数 270個
目的となる株式の数 27,000株
保有者数 1名
　

新株予約権の数 1,468個
目的となる株式の数 146,800株
保有者数 4名
　

行使することができる
新株予約権の個数 ＝ 上記（ア）の限度個数 ×

割当日から要件地位喪失日までの日数
割当日から新株予約権の権利行使期間の

開始日の前日までの日数

(2) 会社の新株予約権等に関する事項
①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（注1）新株予約権の行使の条件
（ア）新株予約権者は、（i）当社の2021年12月期から2023年12月期までの各事業年度（以下、「対象事業年度」といいます。）の

うちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額（以下、「業績判定水
準」といいます。）が64億円以上となり、かつ、（ii）対象事業年度の平均投下資本利益率が4.9パーセント以上となったときに
限り、自己が保有する新株予約権の個数に行使可能割合（対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額〈100億円を超
える場合は100億円とします。〉の100億円に対する割合をいいます。）を乗じて得た個数（1個未満の端数が生ずる場合には、
当該端数を切り捨てます。）を限度として新株予約権を行使することができます。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更が
あった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。

（イ）新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役若しくは取締役又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地
位（下記（エ）において総称して「要件地位」といいます。）にあることを要します。

（ウ）新株予約権者に法令又は当社社内規定に違反する行為があった場合（対象者が有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規
定により当社に対して損害賠償義務を負う場合及び解任又は懲戒解雇された場合を含みますがこれに限りません。）は、その後
新株予約権を行使することができないものとします。

（エ）新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、任期満了による退任、社命による退職、業務上の傷病に
よる廃疾を主たる理由とする退任、やむを得ない事業上の都合による退任、又はこれらに準ずる理由による退任・退職であると
きは、上記（イ）にかかわらず、要件地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年が経過する日（ただし、権
利行使期間の満了日までとします。）までに限り、新株予約権を行使することができます。ただし、要件地位喪失日が権利行使
期間の開始日より前である場合、行使することができる新株予約権の個数は、以下の算式に基づき計算されます（1個未満の端数
が生ずる場合には、当該端数を切り捨てます。）。

（オ）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
（カ）各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。

（注2）新株予約権の行使の条件
（ア）新株予約権者は、（i）当社の2024年12月期から2026年12月期までの各事業年度（以下、「対象事業年度」といいます。）の

うちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益の金額（以下、「業績判定水
準」といいます。）が90億円以上となり、かつ、（ii）対象事業年度の平均投下資本利益率が6.0％以上となったときに限り、自
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会社の新株予約権等に関する事項

行使することができる
新株予約権の個数 ＝ 上記（ア）の限度個数 ×

割当日から要件地位喪失日までの日数
割当日から権利行使期間の
開始日の前日までの日数

己が保有する新株予約権の個数に行使可能割合（対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額（150億円を超える場合
は150億円とします。）の150億円に対する割合をいいます。）を乗じて得た個数（1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数
を切り捨てます。）を限度として新株予約権を行使することができます。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場
合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。

（イ）新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役若しくは取締役又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地
位（下記（エ）において総称して「要件地位」といいます。）にあることを要します。

（ウ）新株予約権者に法令又は当社社内規定に違反する行為があった場合（対象者が有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規
定により当社に対して損害賠償義務を負う場合及び解任又は懲戒解雇された場合を含みますがこれに限りません。）は、その後
新株予約権を行使できないこととします。

（エ）新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、任期満了による退任、社命による退任、業務上の傷病に
よる廃疾を主たる理由とする退任、やむを得ない事業上の都合による退任、又はこれらに準ずる理由による退任であるときは、
上記（イ）にかかわらず、要件地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年が経過する日（ただし、権利行使
期間の満了日までとします。）までに限り、新株予約権を行使することができます。ただし、要件地位喪失日が権利行使期間の
開始日より前である場合、行使することができる新株予約権の個数は、以下の算式に基づき計算されます。（1個未満の端数が生
ずる場合には、当該端数を切り捨てます。）。

（オ）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
（カ）新株予約権1個を分割して行使することはできません。

②当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対して交付された新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

③その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 八 　 幡 　 滋 　 行 取締役会議長、指名委員、報酬委員
リスクマネジメント委員会議長

取 締 役
（ 独 立 役 員 ） 梅 本 龍 夫

取締役会副議長、指名委員会議長、報酬委員会議長、リスクマネジメント委員
立教大学大学院社会デザイン研究科 客員教授
㈲アイグラム 代表取締役

取 締 役
（ 独 立 役 員 ） 范 　 仁 鶴

指名委員、報酬委員
チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港） 非業務執行独立取締役
ファースト・パシフィック（香港） 非業務執行独立取締役

取 締 役
（ 独 立 役 員 ） 早 川 　 亮

監査委員会議長、リスクマネジメント委員
㈱エー・ワン・コンサルティング　代表取締役
アクサス・アドバイザーズ㈱　代表取締役兼マネージング・パートナー
日経ビジネススクール・金融プロフェッショナル講座 インベス
トメント・バンキング講座講師

取 締 役
（ 独 立 役 員 ） アルバート　キルヒマン 指名委員、報酬委員

トレイトン SE 社外取締役

取 締 役
（ 独 立 役 員 ） 上 　 野 　 佐 和 子

監査委員
森永製菓㈱ 社外監査役
空港施設㈱ 社外監査役
ジャパン・インテグリティ㈱ 代表取締役

取 締 役 本 多 慶 行
監査委員、指名委員、報酬委員
日本マクドナルドホールディングス㈱ 社外監査役
公認会計士、米国公認会計士

取 締 役
（ 独 立 役 員 ） 土 地 順 子

監査委員、リスクマネジメント委員
DOCHI法律事務所 代表弁護士
㈱イオン銀行 社外取締役
AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 社外取締役

代 表 執 行 役 C E O 堀 　 寬 二

リスクマネジメント委員
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
SUMIDA AMERICA HOLDINGS INC. 代表取締役
Sumida Electric (H.K.) Company Limited 取締役
ISMART GLOBAL LIMITED 取締役
SUMIDA INSURANCE CORPORATION 取締役

執 行 役 小 島 勝 幸

エグゼクティブ・バイスプレジデント
ヘッド・オブ・グローバルセールス兼ヘッド・オブ・リージョン（アジア）
Sumida Electric (H.K.) Company Limited 取締役
SUMIDA TRADING (SHANGHAI) COMPANY LIMITED 取締役
TAIWAN SUMIDA TRADING COMPANY LIMITED 取締役
SUMIDA TRADING (KOREA) COMPANY LIMITED 取締役

(3) 会社役員に関する事項
　① 取締役及び執行役の状況（2025年12月31日現在）
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会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

執 行 役 竹 島 広 松
エグゼクティブ・バイスプレジデント
ヘッド・オブ・リージョン（日本）
ヘッド・オブ・グローバル・マニュファクチャリング
スミダ電機㈱ 代表取締役

執 行 役 クラウス　ノイマイヤー

エグゼクティブ・バイスプレジデント
ヘッド・オブ・グローバル R＆D兼ヘッド・オブ・リージョン（欧州）
SUMIDA Components & Modules GmbH 代表取締役
SUMIDA AG Management Board メンバー
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役

（注）1．取締役梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏は、会社法第2条第15号に定
める社外取締役です。

2．当社は社外取締役の梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び土地順子氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

3．当社は法定委員会（指名、監査及び報酬委員会）以外に任意でリスクマネジメント委員会を設置しています。
4．監査委員の早川亮氏（監査委員会議長）は複数の会社で経営に携わっており、また上野佐和子氏及び本多慶行氏は公認会計士であ

り、3氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
5．常勤の監査委員はおりませんが、コーポレートオフィスが当社のみならず当社グループの内部統制を担当し、コンプライアンス、リ

スクマネジメントの各業務を統括するとともに、内部監査室は監査委員会と連携して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるよ
うにしています。

② 当事業年度中に退任した取締役
　該当事項はありません。

③ 当事業年度中に退任した執行役
　該当事項はありません。
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④ 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の額に係る決定に関する方針
　当社は、指名委員会等設置会社として社外取締役が過半数を占める報酬委員会を置き、社外取締役を議長とす
ることにより透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。
　当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう執行役が継続的かつ中長期的な業績向
上へのモチベーションを高め、当社企業グループ総体の価値の増大に資するものとします。
　報酬の水準については、当社の発展を担う有為な人材を確保・維持できるレベルを目標とします。
　報酬委員会は、この趣旨に沿い、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を以下のとおり決
定し、この方針に従い取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の額等を決定しています。
　当事業年度における当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会において決議された当方
針に基づき、報酬委員会で適切に審議のうえ、決定しており、当方針に沿うものであると判断しています。
(1) 決定及び開示の範囲

　報酬委員会が決定及び開示する「取締役及び執行役が受ける報酬の額」の範囲は、透明性を高めるため
に、当社グループから支給する報酬額の総額とし、取締役、執行役に区分して開示しています。

(2) 取締役報酬
　取締役報酬は、各取締役の役職、職責等を反映し、また経済動向及び当社経営環境を考慮して設定してい
ます。取締役の報酬は次の4つから構成されています。
1) 基本報酬

　取締役としての職責に対する報酬（指名・報酬委員の職責に対する報酬を含みます）
2) 監査委員報酬

　監査委員としての職責に対する報酬
3) 委員会議長報酬

　監査委員会議長、指名委員会及び報酬委員会議長としての職責に対する報酬
4) 取締役会副議長報酬

　取締役会副議長としての職責に対する報酬
(3) 執行役報酬

　執行役報酬は、業務執行に対するモチベーションの維持・向上を図るため、基本報酬（固定報酬）に加え
てインセンティブ報酬（業績連動報酬）を採用しています。執行役の報酬は次の4つから構成されていま
す。
1) 基本報酬

　基本報酬は各執行役の役職、職責、子会社役員の兼任状況を考慮した固定報酬とします。金額は従前
の業務実績等を考慮し、また前期報酬実績等との比較衡量を行うことにより決定しています。

2) 短期インセンティブ
　短期的なモチベーションの維持・向上を図るための報酬で、各執行役の役職、職責に応じて基準額を
設定します。期首に設定した業績目標とグループ全体又は担当職務の業績の達成度や職務執行状況に応
じて支給額を増減します。また、顕著な功績があったと報酬委員会が認めた場合はこれとは別に賞与を
支払う場合があります。

3) ストックオプション
　中期経営計画の業績達成条件付新株予約権を付与します。

4) 年金
　退任後の生活安定のために、在任期間等を勘案して、対象となる執行役に公的年金以外に年金拠出金
を支払います。

(4) 総報酬及び「基本報酬」は、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用しながら、役位と職務価値

－ 42 －



2026/02/27 11:43:05 / 25310052_スミダコーポレーション株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員に関する事項

区　分 人　員
（人）

基本報酬
（百万円）

短期インセンティブ
（百万円）

無償ストックオプション
（百万円）

年　金
（百万円）

フリンジ・
ベネフィット

（百万円）

合　計
（百万円）

執　行　役 4 149 54 - 20 0 224
社内取締役 2 36 - - - 0 36
社外取締役 6 45 - - - - 45
合　　　計 12 231 54 - 20 1 307

を勘案し妥当な水準を設定します。
(5) 取締役、社外取締役については、経営を監督する立場にあることから短期的な業績反映部分を排し、固定報

酬である「基本報酬」及び委員会議長に対する「委員会議長報酬」及び監査委員に対する「監査委員報酬」
及び取締役会副議長に対する「取締役会副議長報酬」のみとします。

⑤ 取締役及び執行役の当事業年度に係る報酬等の総額
（対象期間：2025年1月1日から2025年12月31日まで）

（注）1. 上記の報酬等の総額は、当社グループの連結報酬等（当社及び当社子会社が支払った若しくは支払う予定又は負担した費用等の合計額）
の総額を記載しています。

2. 短期インセンティブ報酬
当事業年度の連結営業利益目標の達成率に応じて支給額を算出しています。「短期インセンティブ」にかかる業績指標は、期首に設定し
た連結営業利益目標(2025年12月期：70億円)であり、その実績は74億円です。当該指標を選択した理由は、執行役が果たすべき業績責
任を測るうえで、営業利益額は最も適切な指標の一つと判断したためであり、より高い営業利益水準を達成することで、持続的成長と企
業価値向上を目指しています。報酬額は、基本報酬に役職別に設定された係数及び指標達成度に応じた支給率を乗じて算定されていま
す。

3. 社外取締役の基本報酬の欄には、基本報酬、監査委員報酬、委員会議長報酬及び取締役会副議長報酬の合計額を記載しています。
4. 無償ストックオプション

会計基準において、当該事業年度に費用計上された金額となります。当該事業年度に係る無償ストックオプションの付与はありませんで
した。無償ストックオプションには、権利確定前の失効により戻入れられた報酬額△38百万円は含まれていません。

5. フリンジ・ベネフィット
対象となる執行役1名及び社内取締役2名に対してフリンジ・ベネフィット総額1百万円（うち当社負担分0百万円）を支払いました。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、定
款において同法第423条第1項の損害賠償責任を限定できる旨を定めています。当該規定に基づき、当社と社外
取締役の6名は責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、会社法第425条第1
項に定める最低責任限度額としています。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因と
なった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しています。

⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が負担することになる、損害賠償請求における賠償金額、判決金額、和解金、示談金及び争訟費用の損害を当該
保険契約により塡補することとしています。当該保険契約の被保険者は全ての取締役、執行役、管理監督及び指
揮命令を行う従業員です。また、当該保険契約の保険料については、取締役会の承認及び社外取締役全員の同意
を得て、全額を会社が負担しています。
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取締役会 監査委員会 指名委員会 報酬委員会 リスクマネジメント委員会

梅 本 龍 夫
7/7回

(100％)
-

6/6回
(100％)

6/6回
(100％)

4/4回
(100％)

范 　 仁 鶴
7/7回

(100％)
-

6/6回
(100％)

6/6回
(100％)

-

早 川 　 亮
7/7回

(100％)
8/8回

(100％)
- -

4/4回
(100％)

ア ル バ ー ト
キ ル ヒ マ ン

7/7回
(100％)

-
6/6回

(100％)
6/6回

(100％)
-

上　野　佐和子
7/7回

(100％)
8/8回

(100％)
- - -

土 地 順 子
5/5回

(100％)
5/5回

(100％)
- -

3/3回
(100％)

⑧ 社外取締役に関する事項
(1) 他の法人等の重要な兼職の状況

① 「取締役及び執行役の状況」の表に記載のとおりです。
当社と兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。

(2) 当社又は主要取引先等特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く）との親族関係
① 社外取締役は、いずれも過去に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者である

ものを除く）になったことはありません。
② 社外取締役は、いずれも当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを

除く）と三親等以内の親族関係はありません。
(3) 当事業年度における主な活動状況

① 社外取締役の出席状況

（注）1．当社はリスクマネジメント委員会を設置しています。委員には執行役、指名委員会議長及び監査委員会議長監査委員会議長が
　　　　　就任しています。
　　　2．土地順子氏につきましては、取締役に就任した2025年3月26日以降の状況を記載しています。
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発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役　梅本　龍夫

　梅本龍夫氏は、取締役会において副議長として、主に経営コンサルタント、経営者の
観点から、議案審議等に適宜必要な発言を行い、特に経営戦略、経営計画、新規事業開
発、組織人事、能力開発及びマーケティングやブランディングの豊富な知識と経験に基
づく専門的な立場から監督と経営全般への助言等を行う等、社外取締役に求められる役
割・責務を十分に果たしています。
　また、指名委員会では、議長として、当社の事業展開にふさわしい取締役会・執行役
の陣容・構成、求められる取締役・執行役像を検討しそれを実現する観点から、議案審
議等に携わり、適宜必要な発言を行いました。
　また、報酬委員会では、議長として、取締役及び執行役の報酬の基準を公平かつ適正
に定める観点から、議案審議等に携わり、適宜必要な発言を行いました。
　また、リスクマネジメント委員会では、当社グループのリスクの洗い出しと対応策の
策定・実施等を含めたリスク管理を監督し、実効性拡充に向けて適宜発言・提言を行い
ました。

社 外 取 締 役 　 范 　 仁 鶴

　范仁鶴氏は、取締役会において主に中国・香港を中心とする企業の経営者・取締役と
しての観点から、議案審議等に適宜必要な発言を行い、特に国際的な経営者としての知
識・経験及びアジア市場に関する見識に基づく専門的な立場から監督と経営全般への助
言等を行う等、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしています。
　また、指名委員会では、当社の事業展開にふさわしい取締役会・執行役の陣容・構
成、求められる取締役・執行役像を検討しそれを実現する観点から、議案審議等に携わ
り、適宜必要な発言を行いました。
　また、報酬委員会では、取締役及び執行役の報酬の基準を公平かつ適正に定める観点
から、議案審議等に携わり、適宜必要な発言を行いました。

社 外 取 締 役 　 早 川 　 亮

　早川亮氏は、取締役会において主に企業経営者としての観点から、議案審議等に適宜
必要な発言を行い、特に国際的な経営者として金融業界の豊富な経験と見識に基づく専
門的な立場から監督と経営全般への助言等を行う等、社外取締役として十分な役割・責
務を果たしています。
　また、監査委員会では、議長として、監査を通じてコンプライアンス経営を推進し、
企業価値の向上に結びつけるという観点から、議案審議等に携わり、適宜必要な発言を
行いました。
　また、リスクマネジメント委員会では、当社グループのリスクの洗い出しと対応策の
策定・実施等を含めたリスク管理を監督し、実効性拡充に向けて適宜発言・提言を行い
ました。

② 社外取締役の発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
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発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役　アルバート　キルヒマン

　アルバート　キルヒマン氏は、取締役会において主に企業経営者の観点から、議案審
議等に適宜必要な発言を行い、特に欧州を中心とする企業の経営者としての知識、経
験、自動車業界の見識に基づく専門的な立場から監督と経営全般への助言を行う等、社
外取締役に求められる役割・責務を十分に果たしております。
　また、指名委員会では、当社の事業展開にふさわしい取締役会・執行役の陣容・構
成、求められる取締役・執行役像を検討しそれを実現する観点から、議案審議等に携わ
り、適宜必要な発言を行いました。
　また、報酬委員会では、取締役及び執行役の報酬の基準を公平かつ適正に定める観点
から、議案審議等に携わり、適宜必要な発言を行いました。

社外取締役　上野　佐和子

　上野佐和子氏は、取締役会において主に会計の専門家としての観点から、議案審議等
に適宜必要な発言を行い、特に公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、
当社の経営に対する実効性の高い監督等に社外取締役として十分な役割・責務を果たし
ております。
　また、監査委員会では、監査を通じてコンプライアンス経営を推進し、企業価値の向
上に結びつけるという観点から、議案審議等に適宜必要な発言を行いました。

社外取締役　土地　順子

　土地順子氏は、2025年3月26日に社外取締役に就任して以降に開催された取締役会
において、国際的な弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき適宜発言し、持続
的企業価値向上に向けて経営の監督と助言を行う等、社外取締役として十分な役割・責
務を果たしております。
　また、2025年3月26日に監査委員に就任して以降に開催された監査委員会では、監
査を通じてコンプライアンス経営を推進し、企業価値の向上に結びつけるという観点か
ら、議案審議等に適宜必要な発言を行いました。
　また、リスクマネジメント委員会では、当社グループのリスクの洗い出しと対応策の
策定・実施等を含めたリスク管理を監督し、実効性拡充に向けて適宜発言・提言を行い
ました。

(4) 子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。

(5) 独立性に関する基準又は方針
当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
1) 現に当社若しくは当社の子会社・関係会社（以下、「スミダグループ」といいます。）の業務執行者の

地位にあり、又は取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
　「業務執行者」とは、次に掲げる者をいいます。以下同じです。

イ.　業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ.　業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ.　使用人

2) その配偶者又は2親等内の親族が、現にスミダグループの業務執行者の地位にあり、又は取締役就任前5
年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者

3) 当社の主要な株主又はその業務執行者
　「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいいます。
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4) スミダグループの主要な取引先又はその業務執行者及びにスミダグループを主要な取引先とする者又は
その業務執行者
　「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダグループとの取引におけ
る支払額又はその受取額が、スミダグループ又は取引先の連結売上収益の2%以上を占めている法人等
をいいます。

5) スミダグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（法律、会計又は税務の専門
家又はコンサルタント等）。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合
は、当該団体に所属する者
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払その他の
財産の給付が500万円を超える場合をいいます（以下同じです。）。

6) スミダグループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、
組合等の団体に所属する者

7) 前4項に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
8) その他、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支

障を来す事情を有していると認められる者

（注）本事業報告中の記載金額及び株数は、表示単位未満を切り捨てして表示しています。
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連結財政状態計算書

連結財政状態計算書 （単位：百万円）

科目 第71期
2025年12月31日現在

(ご参考) 第70期
2024年12月31日現在

資産

流動資産

現金及び現金同等物 6,129 4,286

営業債権及びその他の債権 32,500 30,167

棚卸資産 30,296 29,350

その他の流動資産 5,866 5,867

流動資産合計 74,793 69,672

非流動資産

有形固定資産 56,002 54,906

使用権資産 7,595 5,605

のれん 8,157 5,730

無形資産 12,522 7,722

金融資産 744 636

繰延税金資産 3,342 2,973

その他の非流動資産 499 518

非流動資産合計 88,862 78,094
資産合計 163,656 147,766

　

科目 第71期
2025年12月31日現在

(ご参考) 第70期
2024年12月31日現在

負債
流動負債

営業債務及びその他の債務 16,895 14,960
短期有利子負債 38,170 30,964
1年内返済予定又は償還予定
の長期有利子負債 2,790 5,459
1年内返済予定のリース負債 1,478 1,264
引当金 382 2,083
未払法人所得税 1,024 638
未払費用 4,727 3,847
その他の流動負債 2,739 2,451
流動負債合計 68,209 61,669

非流動負債
長期有利子負債 15,421 16,004
リース負債 6,164 4,284
退職給付に係る負債 1,872 1,582
引当金 48 47
繰延税金負債 2,101 966
その他の非流動負債 4,483 2,297
非流動負債合計 30,093 25,181

負債合計 98,302 86,851
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金 13,631 13,624
資本剰余金 11,250 13,179
利益剰余金 22,181 20,315
新株予約権 79 130
自己株式 △98 △98
その他の包括利益累計額 14,964 11,497
親会社の所有者に帰属する持分合計 62,008 58,648

非支配持分 3,345 2,266
資本合計 65,354 60,915

負債及び資本合計 163,656 147,766
　

連結計算書類 <国際会計基準(IFRS)>

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。
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連結損益計算書

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
第71期

2025年 1 月 1 日から

2025年12月31日まで

(ご参考) 第70期
2024年 1 月 1 日から

2024年12月31日まで

売上収益 147,194 143,978

売上原価 △126,270 △125,970

売上総利益 20,924 18,008

販売費及び一般管理費 △12,840 △12,375

その他の営業収益 51 215

その他の営業費用 △695 △1,334

営業利益 7,439 4,513

金融収益 18 38

金融費用 △2,627 △3,256

税引前当期利益 4,830 1,295

法人所得税費用 △1,247 △861

当期利益 3,582 434

当期利益の帰属

親会社の所有者 3,618 590

非支配持分 △35 △156
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。
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貸借対照表

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第71期
2025年12月31日現在

(ご参考) 第70期
2024年12月31日現在

資産の部
流動資産 19,603 9,026

現金及び預金 165 154
前払費用 76 88
短期貸付金 18,558 8,409
その他 802 374

固定資産 44,282 42,724
有形固定資産 1,239 1,265
建物 729 752
構築物 5 7
工具、器具及び備品 0 0
車両運搬具 1 2
土地 503 503

無形固定資産 187 191
電話加入権 3 3
ソフトウェア 7 9
特許権 175 178

投資その他の資産 42,856 41,268
関係会社株式 33,892 33,293
長期貸付金 8,332 7,385
繰延税金資産 569 471
その他 61 118

資産合計 63,885 51,751
　

科目 第71期
2025年12月31日現在

(ご参考) 第70期
2024年12月31日現在

負債の部
流動負債 17,665 9,906

短期借入金 16,587 6,739
1年内返済予定の長期借入金 164 1,377
未払金 117 106
未払費用 69 73
その他 727 1,609

固定負債 12,332 10,578
長期借入金 12,332 10,549
その他 － 29

負債合計 29,998 20,485
純資産の部
株主資本 34,893 32,180
資本金 13,631 13,624
資本剰余金 13,444 13,437
資本準備金 13,444 13,437

利益剰余金 7,917 5,217
利益準備金 264 264
その他利益剰余金 7,652 4,953
繰越利益剰余金 7,652 4,953

自己株式 △98 △98
評価・換算差額等 △1,085 △1,045

繰延ヘッジ損益 △1,085 △1,045
新株予約権 79 130
純資産合計 33,887 31,265
負債純資産合計 63,885 51,751
　

計算書類 <日本基準>

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。
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損益計算書

損益計算書 （単位：百万円）

科目
第71期

2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで

(ご参考) 第70期
2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで

営業収益 5,440 1,400

営業費用 529 762

営業利益 4,911 638

営業外収益 359 195

受取利息 325 194

為替差益 32 －

その他 0 1

営業外費用 769 871

支払利息 701 735

支払手数料 66 65

為替差損 － 65

その他 1 4

経常利益又は経常損失(△) 4,501 △37

特別損失 － 0

固定資産除却損 － 0

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 4,501 △37

法人税、住民税及び事業税 109 37

法人税等調整額 △59 14

当期純利益又は当期純損失(△) 4,451 △89
（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しています。
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連結計算書類に係る会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 根 本 剛 光業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 鈴 木 雄 飛業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年2月13日

スミダコーポレーション株式会社
取締役会　御中

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、スミダコーポレーション株式会社の2025年1月1日から2025年
12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求め
られる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、スミダコーポレーション株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の
執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる

開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省
略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明するこ
とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求めら
れる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要
因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 根 本 剛 光業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 鈴 木 雄 飛業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年2月13日

スミダコーポレーション株式会社
取締役会　御中

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、スミダコーポレーション株式会社の2025年1月1日から
2025年12月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執
行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性
に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第71期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行
について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査委員会は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実
施いたしました。
①監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門及び内部監査部門と連携の上、重要

な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結財政状態計算書、
連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）連結計算書類の監査結果
　 　　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 　　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年2月18日

スミダコーポレーション株式会社　監査委員会
監査委員 早 川 　 亮
監査委員 上 　 野 　 佐 和 子
監査委員 本 多 慶 行
監査委員 土 地 順 子

　
（注）監査委員早川亮、同上野佐和子及び同土地順子は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であります。

監査委員会の監査報告

以上
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株主メモ

証券コード 6817

事業年度 1月1日から12月31日まで

定時株主総会 3月中

基準日 12月31日

剰余金配当基準日 6月30日
12月31日

1単元の株式数 100株
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1　電話　0120-232-711（通話料無料）
郵送先　〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
　　　　　　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所プライム市場

公告掲載方法
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすること
ができないときは、東京において発行する日本経済新聞に掲載する。
公告掲載URL　https://www.sumida.com/jpn/investors/koukoku/

株主メモ

（ご注意）
１. 株主様の住所変更、買い取り請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理

機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせくださ
い。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）でお取り扱いできませんのでご注意ください。

２. 特別口座(*)に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっ
ておりますので、三菱UFJ信託銀行の証券代行部にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支
店でもお取次いたします。
(*)株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）に預託されていなかった株主様の株式は、当社が株主名簿管理人

である三菱UFJ信託銀行に「特別口座」を開設して記録、管理しております。
３. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
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地図

定 時 株 主 総 会
会 場 ご 案 内 図

東京會舘　7階「マグノリア」
東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
電話： 03－3215－2111

地下鉄
東京メトロ千代田線「二重橋前＜丸の内＞駅」・東京メトロ有楽町線「有楽町駅」
東京メトロ日比谷線「日比谷駅」・都営三田線「日比谷駅」
B5出口より直結の地下コンコースをご利用いただけます。

Ｊ Ｒ 京葉線「東京駅」6番出口より徒歩3分　B6出口より直結の地下コンコースをご利用いただけます。　
「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩5分　「東京駅」丸の内南口より徒歩10分

交通機関のご案内

　

当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

※駐車場の用意はいたしておりません。お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

　

丸の内二重橋ビル

東京ビル
TOKIA

JPタワー
東京中央郵便局
KITTE

大名小路
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サービス運営会社：株式会社プロネクサス　　お問い合わせ：コエキク事務局　koekiku@pronexus.co.jp

みなさまの

抽選でギフト券を進呈！https://koekiku.jp
アクセスキー　6817UdRD

をお聞かせください

株主アンケート

　

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


